
 

 

    開     会 

 

 

○鈴木良雄議長 おはようございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

 

    開     議 

 

 

○鈴木良雄議長 本日の会議に欠席の通告議員は

ございません。よって、ただいまの出席議員

は定足数に達しております。 

  本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

  日程第１ 市政一般に関する質問 

 ＋
 

○鈴木良雄議長 それでは日程第１、市政一般に

関する質問を11日に引き続き行います。 

 

 

大道寺 信議員の質問 

 

 

○鈴木良雄議長 それでは、順次、ご指名いたし

ます。 

  初めに、順位５番、議席番号３番、大道寺信

議員。 

  （大道寺 信議員登壇）（拍手） 

○３番 大道寺 信議員 本定例会に当たり、通

告してあります２点について質問をいたします。 

  質問の第１点は、現在進めている行財政改革

推進計画の次期計画についてであります。11日

の蒲生光男議員の質問と重複しますが、私は、

若干視点を変えて質問いたしますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

  蒲生光男議員からも触れられましたが、長井、

南陽、川西、飯豊の合併協議は遅々として進ん

でいない状況にあります。それぞれの自治体の

合併に対する考え方や課題があるわけですから、

それはそれでやむを得ないと思いますが、私は

合併協議の中で一番大事なのは、一般的にいわ

れている基本的事項の４項目、すなわち新市の

名称、合併の方式、事務所の位置、合併の期日

ではなく、地方自治確立に向けて行政の体質を

改善し、効率的な行政運営を住民と協働で進め

ていくことのシナリオを描いていくことである

と考えます。もちろんこれは合併する場合でも、

合併しない場合でも必要なことであります。合

併した場合は最大のメリットといわれる「合併

特例債」や交付税の「合併算定替」等を最大限

活用できることになりますが、現在の国の財政

実態から言って本当に後年の交付税措置や現行

の絶対額が確保されるのか等不安があるのは私

だけではないと思います。逆に、合併しない場

合は、財政的に自治体運営ができるのかという

大きな課題となります。一方で、長井市は市長

も常々言っておられますが、13年度からの行財

政改革推進により、着実に成果を上げてきたも

のと思います。この行財政改革への考え方や具

体的な実践等では県内各自治体で温度差があり、

合併協議を進めている二市二町間でも同様であ

ると言えます。行財政改革は、単に市三役や職

員、議員のみが苦労しているわけではなく、市

民にも大変な協力をいただいていているわけで

すので、この改革に対する温度差を埋めていか

なければ、これまでの成果がすべて合併によっ

て吸収されるようなことがあってはならないと

考えます。したがって、合併しても、しなくて

も自立するシナリオ、計画の検討が必要と考え

ますが、市長の見解をお伺いいたします。現在

進めている行財政改革計画が17年度までとなっ
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＋

ていますが、交付税の減等の環境変化もあるこ

とから時期的には早めに着手すべきと考えます

が、その点もあわせお伺いします。 

＋ ＋

  次に、行財政改革は歳出削減のみにとられが

ちですが、歳入増を図る取り組みも重要である

との視点で質問を致します。日本経済は回復基

調にあると言われていますが、大都市中心の回

復であり、地方経済は概して回復が遅れている

と言われています。また、中小企業は景気回復

の遅れに加え、各種社会保険料等の負担増によ

り、大変厳しい状況が続いています。過日成立

した年金法案についての私の考えはここではあ

えて述べませんが、保険料の引き上げは、当然

国民の負担増とともに企業主負担を伴うもので

あり、負担能力のある大企業は耐えられるとし

ても、中小・零細企業にとっては大変な負担と

なり、そのしわ寄せは雇用者に及ぶことが懸念

されます。既に、健康保険や介護保険などの負

担増から、正規社員から非正規社員の転換など

が急増し、賞与制度、退職金制度廃止など雇用

制度そのものが大きく変化をしています。現に、

臨時会で提案された国民健康保険料引き上げの

際の説明でも明らかなように、国民健康保険加

入者がふえていることにもあらわれていると思

います。したがって、まずます中小・零細企業

の多い当市の環境は厳しい状況が続くといえま

す。 

  自立を目指すシナリオの中で、重要な人口動

向でも最も重要なのは雇用の場が確保できるか

であると思います。せっかくいい大学を出ても、

雇用の場がなくては他に流出するしかなく、現

に夫婦のみの世帯や独居老人世帯がふえている

状況にあります。 

  確かに産業振興策は一朝一夕にはいかない難

しい課題ですが、最重要課題として取り組んで

いく必要があると考えます。産業全体をとらえ

ると、工業、農業、観光、サービス等々、幅広

く考えなければなりませんが、まず１点目とし

て産業活性化会議についてお伺いをいたします。 

  平成14年９月定例会において、この産業活性

化会議の論議経過と具体的な取り組みについて

質問いたしましたので、その内容には触れませ

んが、その後の具体的な取り組みの成果をどの

ようにとらえておられるかについてお伺いをい

たします。 

  また、平成14年５月で中間報告としてまとめ

られましたが、それ以降、この活性化会議が開

かれているのか、今後の進め方についてもあわ

せてお伺いをいたします。 

  第２点目ですが、先ほども申し上げましたよ

うに、地方の経済回復はおくれているといわれ

ており、私たちの実感もそのとおりであると思

いますが、一方で、地場産業の活性化を図る取

り組みがされている地域があります。その一つ

が環境ビジネスであるといわれております。 

  具体的な例として、山梨県国母工業団地では、

古紙の共同回収システムを構築し、再生された

トイレットペーパーを再び購入する循環システ

ムを構築。以降、廃プラスチック等の固形燃料

化と活用。生ごみの共同回収・堆肥化したもの

を農家に配布し、農産物を買い取るシステムを

導入。などなどいわゆる異業種間の連携のリサ

イクル事業、また風力発電や産業廃棄物処理を

エネルギーに利用する取り組み等も成功事例と

してあるようであります。 

  長井市のレインボープランも循環型の取り組

みとして全国で評価を受けていますが、農業と

しての分野のみではなく、その理念を産業とし

て生かしていくことを検討していくべきと考え

ます。 

  同じく、環境でその取り組みが評価されてい

る水俣市は、リサイクルに関する企業の誘致に

取り組んでいる等の例もありますので、レイン

ポープランの取り組みが評価されている長井と

しても検討していくべきと考えます。 

  基本的な考えについては市長からお伺いし、
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産業活性化会議等の具体的な内容については、

商工観光課長にお伺いをいたします。 

  次に、アウトソーシングの基本的な考え方に

ついてお伺いをいたします。 

  市長は、３月の定例会において、「今後の最

も重要な柱は、民営化、アウトソーシングをさ

らに徹底することである」と言われております。

この民間委託、アウトソーシングには委託方式

や委託先等さまざまな方法が考えられると思い

ますので、以下の４点についてお伺いをいたし

ます。 

  まず、３月定例会でも申し上げましたが、業

務の棚卸しについては、市長から「１期目の行

革の進んだ段階なら、即、間を置かず２期目を

やるときの一つの課題である」と言われており

ますが、どの段階で業務のアウトソーシング可

否の棚卸しを考えておられるのか、市長にお伺

いをいたします。 

  ２点目は、現在の行財政改革計画では、民間

委託する業務として、共同調理場の調理等業務、

斎場、保育園の３点が挙げられていると思いま

すが、保育園以外は実施済みであります。その

他は、市長のこれまでの発言では２業務程度を

新たに考えたいような話があったと思いますが、

現在の行革計画期間中に実施まで考えるのか、

あるいは市長が言っておられる２期目の行革の

課題とするのか。先ほどの棚卸しの件とも関係

あるかもしれませんが、お考えをお伺いをいた

します。 

＋

  ３点目は、事務管理公社の位置づけについて

であります。行政業務の民間委託の委託先は、

民間企業だったり、ＮＰＯ、あるいは志木市や

太田市のようにサポーターやパートナーだった

りとなるわけですが、現在の長井市は事務管理

公社という任意団代に既に業務の一部を委託し

ている状況にあると思います。 

  事務管理公社は任意団体といっておりますが、

理事長が市の総務課長であり、理事もいわば市

の関係する課長等の当て職となっており、民間

ともいえない、あえていうならば公共的団体と

いうのかもしれません。 

  これからの民間委託を進める上で、委託先と

して考えられる団体であるのかなども含め、そ

の位置づけについてどう考えるのか。また行財

政改革の実施計画では、事務管理公社の今後の

あり方を検討するとなっていますが、どのよう

な検討状況なのかについて、総務課長にお伺い

をいたします。 

  ４点目は、昨年、地方自治法の一部改正によ

り導入された「指定管理者制度」に対する考え

方についてお伺いをいたします。 

  この制度は、従来、公の施設、庁舎以外の文

化施設、体育館、保育所、老人養護施設等は、

第３セクターなどの出資法人や土地改良区など

の公共団体、あるいは自治会などの公共的団体

にしか委託できない「管理委託制度」から、議

会の議決を経て、地方公共団体が指定した民間

業者が「指定管理者」として、その管理代行を

することができる「指定管理者制度」に変更に

なったものです。このことにより、指定管理者

は、施設の使用許可を行うこともでき、みずか

らの収入とすることもできます。 

  この法は、施行後３年以内に従来の管理委託

制度を採用している施設を指定管理者制度に条

例改正し、移行するか、直営とするか判断しな

ければならないとされています。 

  この制度は、確かに民間のノウハウ活用によ

り効果的、効率的な対応が期待できる半面、長

井市のような小都市の施設では、採算面で受け

手となる民間業者があるのか、公的サービスの

低下につながらないか等々課題も多く、今後十

分検討の上、対応しなければならないと考えま

す。 

  この制度については、担当課である総務課に

事前にお聞きをしておりますが、現在、管理委

託制度を採用している施設があるのか、事務管
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＋

理公社にほとんど委託していると思われる公民

館等はその範囲に入らないのか等について、総

務課長にお伺いをいたします。 

  市長には、この制度に対して、今後どのよう

に考えていかれるのか。また、保育所などは民

間委託を検討中でありますが、公営民設でも運

営補助金の対象にならないと聞いておりますが、

指定管理者制度で保育所を運営していくことも

検討できるのか。その場合は、補助金対象にな

るのかなど、最初に申し上げたように、指定管

理者制度のように法改正があったり、補助金制

度が変更されたり、行政業務を民間に委託する

場合、委託方法や委託先などの選択肢が多様に

なってきていることから、長井市にとって、最

適のアウトソーシングはどのように進めるのか、

十分に検討、精査していく必要もあると思いま

すが、見解をお伺いをいたします。 

  大きな２点目は、第４次基本計画の実施計画

についてであります。 

＋ ＋  第４次基本構想については、基本的な考え方

について12月定例会で質問を申し上げましたの

で、実施計画のあり方ついてのみ質問をいたし

ます。 

  実施計画はまさに基本構想、基本計画を実現

するために重要なものであると考えます。しか

し、このたび出された計画書は、実に67ページ

にもわたるものとなっておりますが、中身を見

ると、総花的なものといわざるを得ません。 

  特に、現在進めている事業がすべてといって

よいほど記載され、例えば姉妹都市と友好都市

の交流の推進では、引き続き交流を推進する。

高齢化福祉事業では、老人クラブ活動助成事業

以下、ほとんど現在実施している内容の継続が

記載されています。 

  それはそれで継続することも基本計画上必要

かもしれませんが、必要なのは、重点的に進め

なければならない事業であり、新規の事業であ

ると思います。 

また、計画の進捗管理を行うことになってお

り、一つとして目標設定、実施する事務事業に

具体的な成果目標を設定し、事務事業の適正か

つ効率的な実施を図ります。成果目標について

は、どれだけの仕事を行うかという活動指標、

どのようなサービスを提供するかという成果目

標、サービスを提供するためどれだけの費用を

要するかという効果指標の三つの指標を用いて、

可能な限り数値による定量的な目標設定を行い

ます。 

二つとして管理、毎年度成果目標に基づいた

事務事業の進捗管理を行い、次期計画に反映す

ることとなっていますが、継続事業でそれまで

求められる項目がどれぐらいあるのか疑問であ

ります。むしろ、基本施策を実施するには、こ

れだけは実現しなければならないというものに

絞った施策、計画が必要であると考えますが、

まず市長のお考えをお聞きをいたします。 

実施計画の進捗管理をきっちり行うには、す

べて網羅しなければならないという考えもある

のかもしれませんので、担当課としての考えが

あれば、企画調整課長にお答えをお願いしたい

と思います。 

また２点目として、実施時期を明示すべきに

ついては、基本計画書にも実施時期を示します

とされているわけですから、いうまでもないこ

とと考えます。 

過日、石川県羽咋市の岩城市長公室長を講師

に開催された人事制度についての管理職・補佐

級職員研修に私も参加をさせていただきました

が、目標管理の重要性とその仕組みづくりが大

事であることを改めて感じました。 

これまでもＰＤＣＡサイクルで進めていくべ

きとたびたび申し上げましたが、まず、いつま

でやるのかを明記することが重要であると考え

ます。企画調整課長のお考えをお聞きし、壇上

からの質問を終わります。ご清聴ありがとうご

ざいました。（拍手） 
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○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 大道寺議員のご質問にお答えを

したいと思います。 

  まず、合併の動向にかかわらず自立計画を検

討すべきというご指摘でありますが、まさにそ

のとおりだと思います。合併も大きなやはり行

政改革の一つでありますが、何よりもやはりみ

ずからの自治体の将来をどうするのかという視

点を明らかにしながら、スリムな体質を目指し、

市民の皆さんと一緒にこの厳しい時代を乗り切

っていかなければいけない。 

  合併ができない場合は、それはもう国・県の

支援であるとか、それから特例債というのはほ

ぼ難しくなります。地方交付税についても、10

年間保障というのは、おくれればおくれるほど、

５年おくれれば５年しかないと、８年おくれれ

ば２年しかないということになりますし、我々

のやはり生き残ってしっかりと自立していくた

めには、ある程度最悪という言い方はおかしい

かもしれません、ぎりぎりのやはり厳しい状態

もしっかりとそのベースに置いて計画を立てて

いかなければいけないのはご指摘のとおりだと

思います。したがって、ぜひ自立計画をしっか

りと立てなければいけないと思います。 

＋

  歳出削減と同時に、歳入増を図る産業政策に

ついてでありますが、特に産業活性化会議の目

的は、大幅な当時の製造業の落ち込みによって、

速やかに産業施策を立案し、実行するというと

ころにありました。 

  平成14年５月にまとめていただいた内容は、

企業連携分野の強化がまずやらなければいけな

いと、必要であると。そして、スピードを上げ

るために、まず実践をというご指摘をいただい

たわけであります。現在、企業連携を促す各分

野の実践事業を進めていただいていると思って

おります。 

  事業を進めるに当たりましては、各事業ごと

に企業や専門家などの関係者による意見調整を

随時行っているとお聞きをしております。 

  今年度もこうした個別の課題を中心に進めて

まいりたいと思いますが、ぜひ、産業化活性化

会議を今年度中に開いて、地域全体からもご意

見を伺いながら、施策についてご理解をいただ

きたいと思っているところであります。 

  環境にかかわるビジネスにつきましては、各

企業において、既に取り組んでおられるところ

もあると思います、長井市でも。具体的にはパ

ソコン等のリサイクル製品、リサイクル装置な

どを製造されているマイクロソリューションで

あるとか、いろんな会社があると思いますし、

あるいはダムで伐採木を堆肥化しようという、

これもやはり異業種間にわたって環境ビジネス

ということになるのではないかと思います。 

  長井市としましても、企業並びにそういった

ところから、具体的な提案をぜひ受けて、ご協

力をしたいと。既に取り組んでおられる企業に

は、情報発信などにもご協力ができれば、取り

組んでまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

  次に、アウトソーシングの基本的な考え方で

ありますが、３月の大道寺議員の一般質問にも

お答えしましたが、第２次の行政改革の中でこ

れはメインになるというふうに私は思っており

ます。なお、16年度中に、この前、蒲生議員の

ご質問にもお答えしましたが、総務課の方でま

ず業務の棚卸しについてのまとめをし、各課に

配分をし、17年の初めごろ大綱を決めながら、

18年の３月の第１の行財政改革が一応期限がき

た、その次に、具体的にもう一つ、二つ、でき

るところからでありますが、具体的に実施でき

るようにしたいというのが私の基本的な考え方

であります。 

  事務管理公社等については、総務課長からお

答えをしますが、なお、保育園の民間委託につ

いて、これは検討委員会を庁内でやりまして、

中間報告等を聞きました。さらに詳細について、
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関係者と協議しながら、これはまず踏み出すこ

とが必要だというふうに思っておりますので、

ぜひやりたいというふうに思っております。 

  ご指摘のように、運営費負担金は民間施設の

み受けられるわけであります。そのためには、

保育所の設置条例を廃止して、普通財産に変更

して、市に変わって施設を使用して運営する団

体に無償貸与か譲渡して、保育業務について委

託をしなければいけないと。そうしないと、こ

の建設当時に交付された建設事業費に対する

国・県の補助金の返還という問題も出てくる可

能性がある。しがたって、この問題をクリアす

るためには、社会福祉法人の資格を取っている、

例えば長井市の社会福祉協議会のようなところ

に無償で貸与するか譲渡をして、保育事業を継

続する。こうすればクリアできるのではないか

と、今思っているところであります。 

＋ ＋

  次に、第４次基本計画実施計画についてであ

りますが、基本計画の実現のために、具体的な

数値目標を設定して確実に事業を推進するとい

うご提案は、まさにそのとおりだと思います。

私も考え方は同じだと思っております。 

  このたびの基本計画の策定につきましては、

新興審議会の委員の方からも、現在の社会情勢

あるいはこの財政状況、国の今の財政状態とい

いますか、考えますと、総花的な計画ではなく

て、重点課題に的を絞った計画にすべきだとい

う強いご意見がありました。しかし、総合計画

でありますので、この67ページには全体として

取りまとめたものを示させていただいたところ

であります。 

  その基本計画を受けた実施計画でありますが、

大道寺議員のご指摘のとおり、基本計画を実現

するために、３カ年の事業を明らかにするもの

だと。当面、３カ年ずつ。実施計画は18年まで

の財政計画に各課ごとの事業や予算措置の見通

しも踏まえているのをある程度踏まえながら、

その次の３年間で実施するものを具体的に洗い

出して掲載をしていきたいというふうに思って

おります。 

  ＩＳＯ14001の取り組み等でも目標を定め、

その実現のために期間を示し、各課の事業が取

り組まれる体制というのを定着しつつあると思

っております。さらに昨年度から、各課に目標

設定を示しまして、その成果も報告を受けてい

るところであります。 

  ことしは大道寺議員にも参加をしていただき

ましたが、羽咋市の事例に学び、市全体として

目標を定めた事業推進体制をより確実なものに

したいというふうに考えております。 

  この羽咋市の例をよくお聞きしますと、それ

はもう相当、少しずつ前進しているのです。ま

ず課長からいく、次は補佐にいくと。それから

主査、主任にいくというふうにしなければなか

なか。しかし、基本的には一生懸命やって頑張

って成果を上げた職員の皆さんには、ある程度

年齢等だけではなくて、その成果に基づいた評

価をしていくと、給与等にも反映するというこ

とが必要でありますし、従来のような年功序列

で、一律的にわたりというのは、もはや公務員

制度の中でも一番の改革しなければならない課

題だと思っておりますので、助役を本部長にし

て検討していただいておりますが、まず17年あ

たりから始めるように、一つずつ前進するよう

にということを強く申し上げているところであ

ります。 

  今後とも、この実施計画を明示できるところ

はしっかりと明示をして進めてまいりたいと思

いますので、ご指導とご鞭撻をよろしくお願い

を申し上げたいと思います。 

  以下の質問については、関係課長からお答え

をさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○鈴木良雄議長 佐藤仁総務課長。 

○佐藤 仁総務課長 私から、事務管理公社移管

について答弁申し上げます。 
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  最初に、事務管理公社が今後の公の施設の委

託団体として想定でき得るかというご質問でご

ざいますが、先ほど議員からご指摘いただきま

したように、理事がすべて市の職員でございま

す。そういった関係から申し上げますと、議員

がもし指定管理者制度、これを想定して委託で

きるのかというご質問であるとするならば、こ

れは適当ではないというふうに判断せざるを得

ないだろうというふうに思っております。 

  ただ、今現在、事務管理公社は一部業務を受

託しているというふうなことでございまして、

公の施設全体について管理を受託しているとい

うふうなことでございません。恐らく今後にお

いても、そういった道は歩まないだろうという

ふうに思っておりますので、そういった意味合

いからすれば、今と同じような状況下での業務

の受託はでき得るものというふうに理解してお

ります。 

  あと、２点目の事務管理公社の行革の関連で

ございますが、平成12年の12月に行革推進実施

計画を策定いたしまして、その中で事務管理公

社の見直しとしましては、斎場の職員の関係、

それから庁舎の清掃作業員の関係、あと、公民

館職員、大きな問題といたしまして、事務管理

公社存廃を含めて検討するのだというふうなこ

とで明記しております。 

＋

  斎場職員につきましては、先ほど議員からも

お話ございましたように、これは完全に民間委

託が実施済みでございます。 

  庁舎の清掃業務でございますが、かつて３名

の公社職員がおりましたが、今現在は１名だけ

でございまして、そのほかにシルバー人材セン

ターから１名、合計２名で対応しております。

そういった関係からいえば、これも相当進んで

いるというふうに言えるのかなというふうに認

識しているところでございます。 

  三つ目の公民館関係でございますが、これは

公民館に勤務いただいております職員の処遇問

題等がございまして、ちょっと難しいところが

ございますので、教育委員会の方でさらに検討

いただくということで、今現在お願いしている

ところでございます。 

  なお、公社の存廃そのものについても、これ

らの公民館の関係がはっきりするまでには、な

くすとか、このまま存続するというような言い

方もできないものですから、それらを見た上で

の対応になろうかなというふうに思っておりま

す。 

  あと、二つ目といたしまして、改正前の管理

委託の施設でございますけれども、今現在、長

井市ではシルバーワークプラザ、シルバー人材

センターが入っている建物でございます、これ

と文教の杜、この二つの施設が改正前の地方自

治法の管理委託制度による施設というふうにと

らえております。 

  なお、公民館につきましては、同じような形

態になっているというふうに認識されるかもし

れませんけれども、館長については、長井市教

育委員会が任命した館長さんが業務に当たって

おられますので、その館長とともに公民館業務

をこなしているという観点からいえば、管理委

託制度に基づく委託ではないというふうに理解

しております。 

  たしか、私に対する質問はこれぐらいだった

かと思うのですが、もし抜けておりましたら、

後でまたお願いしたいと思います。 

○鈴木良雄議長 那須宗一商工観光課長。 

○那須宗一商工観光課長 私からは、平成14年以

降の産業活性化会議にかかわる経過についてご

説明申し上げたいと思います。 

  産業活性化会議のまとめの中で最も重要とさ

れた企業連携の部分につきましては、活性化会

議の委員としてご参加いただきました各企業を

中心に実際に取り組んでいただいているところ

でございます。 

  異業種の連携の部分でございますが、これに
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ついては地域内の受発注機会の拡大に向けて、

受発注内容や技術上の課題の把握など、連携を

促す動きについて研究をいただいてきたところ

でございます。また、各企業の部品加工技術を

持ち寄っての製品開発にも取り組んでいただい

ております。 

  これらの事業につきましては、企業の皆さん

のお考えによるものでございますが、市といた

しましても事業企画や専門家によるアドバイス

等について継続をして支援を行っているところ

でございます。 

  あと、展示会等の情報発信についてでござい

ますが、長井の地域の産業のイメージがちょっ

と希薄になっているのではないかというふうな

現状分析もございまして、ものづくり伝承塾の

中で、技術研究に実際に取り組んでおりまして、

そのグループの方々が具体的な技術がわかる情

報発信を今計画しているところでございます。 

＋ ＋

  また、今年度からは、置賜総合支庁の産業活

性化事業として、山形大学等との技術交流を行

う西置賜製造業強化事業をスタートさせる予定

でございます。 

  また、人材育成の分野につきましては、昨年

からものづくり伝承塾事業を長井市商工会議所

の事業として行っておりまして、今年度も実施

する予定でございます。 

  さらに、こういった取り組みとともに、これ

らの事業を一層推進するために、平成15年から

は地域経済のご専門の日本福祉大学の中村智彦

先生にご指導いただいておりまして、今年度は

地場産品の販路拡大やまちなか活性化事業につ

いても、企業や市民の皆さんの参加を募りなが

ら事業を実際に行ってまいりたいというふうに

考えているところでございます。以上でござい

ます。 

○鈴木良雄議長 中井晃企画調整課長。 

○中井晃企画調整課長 第４次基本計画の実施計

画につきまして答弁申し上げます。 

  基本計画は市の事業全体を示すものでござい

ますので、これが具体的な事業実施に当たりま

しての一番大きな根拠となるような性格の計画

になっております。 

  このため、市全体の分野を示した計画が必要

であるといった性格を持っておりますので、今

回の基本計画につきましても全分野にわたりま

した事業計画を取りまとめております。 

  ただ、全体の中でも重点的に取り組む分野と

いうのが必要でありましたので、今後10年間の

重点的な分野及びその重点事業を示しまして、

今回の10年間の計画の性格をある程度わかるよ

うに取りまとめをさせていただきました。 

  実施計画につきましても、これを受けた形の

計画が必要でありますけれども、このたびの実

施計画の取りまとめに当たりましては、現在、

総務課の方で進めております行財政改革であり

ますとか、財政課所管でしております事務事業

の評価をすることと連動できるような実施計画

にしたいというような形で取りまとめをさせて

いただきました。 

  最終的には、実施計画の進捗管理だけではな

く、こうした事業を評価しまして、円滑に進め

るような基本となるような実施計画にしたいと

いう観点で今回は取りまとめをさせていただき

ました。 

  その際に、ご指摘にありましたように、その

事業を並列するような形で並べましたので、そ

の事業の重点度合いが十分にわかりにくくなっ

たというご指摘がございました。その点はご指

摘のとおりでありますので、できるだけめり張

りのはっきりわかるような形で、今後の実施計

画につきましてはできるだけ改善をしていきた

いというふうな感じで考えております。 

  また、実施時期を明確にするようにというこ

とでありますけれども、市長の答弁にもありま

したように、実施計画の取りまとめに当たりま

しては、各年度ごとに事業の実施見込みを示し

―８４― 

＋



 

ました財政計画の資料も踏まえて策定をしてお

ります。その資料検討の中におきましては、具

体的な実施年度を示した上で資料を作成してお

りますので、実施年度をできるだけ明確にした

形で、今後は改善をしていきたいというふうに

考えております。 

○鈴木良雄議長 大道寺信議員。 

○３番 大道寺 信議員 それぞれ、詳しくお答

えをいただきましてありがとうございました。 

  １番目の質問をいたしました、いわゆる自立

計画については、11日の蒲生光男議員からも同

様な質問をしておりますし、基本的には市長も

これはやっていかなければいけないということ

でありますから、ぜひ、かなり環境が変わって

きていますので、着手するのであれば早い方が

いいのではないかと、こういうことで申し上げ

ましたので、その件についてはぜひよろしくお

願い申し上げたいと思います。 

  いわゆる産業振興の関係なんですけれど、こ

れはもう何回も私もずっと申し上げてきまして、

産業活性化会議も立ち上げて進んでいるわけで

ありますけれども、先ほど商工観光課長からも

今までの取り組みについては説明がございまし

た。それはそれで大変重要なことでありますか

ら、私は少しずつ進んではいるのだというふう

に思いますけれども、これは３月の定例会で、

同じく蒲生光男議員が、いわゆる先人の遺訓に

学ぶべきと、こういうふうに言われました。結

局、長井市というのは、第１次産業を主とした

もちろん町だったわけですけれども、これが企

業誘致によりまして大きく変わったわけです。

もう出荷額からいいますと、圧倒的に工業が多

いと。それだけ雇用吸収能力というのは、農業

よりもよほど工業よりもあるのですね、これ。 

  そういうことからしますと、やはり新たに何

かをやらなければいけない。しかし、企業誘致

というのはなかなか難しいといわれています。

従来の同じようなやり方では。もっともっと前

は団地をつくってここに企業誘致をしていたの

です。当初、市長就任されたころ、工業化活性

化検討委員会というのがありまして、そこでや

りましたけれど、なかなかうまくいかないとい

うことになったんです。事実、企業連携とか異

業種交流というのは、確かに今進んでいますけ

れども、結局新たなものをつくるというのはな

かなかそこまでいっていないというところだと

思います。 

  前の14年の９月でしたか、質問したときに申

し上げているのですけれども、いわゆる本当に

新しいものをつくるといったときに、一つの大

きなキーワード何だかといいますと、やはり環

境なのです。それを既にレインボープランで一

部分生ごみの堆肥化ということで進んでいます

けれども、これは堆肥をかけているわけです。

前々からそういうものを産業分野、工業分野含

めて、やはり展開していかないと、産業として

はなかなかうまく伸びていかない。あるいは雇

用の確保拡大にはつながらないということでは

ないかというふうに言われていました。 
＋

  今、マークさんみたいに新たに生ごみをリサ

イクルするというか堆肥化するような、そうい

う機械もつくられているわけですけれども、先

ほど言った山梨県の取り組みなどは、工業団地

に入っている企業がそこでやろうということな

のです。当然これ、長井だって同じなのです。

産業廃棄物の廃棄するところというのは、もう

限界がありますよ。この近辺でも。そういうこ

とからしますと、せっかくそれぞれの技術を持

っているわけですね、機械をつくる技術なり、

いっぱい持っていますから。そういうものを長

井の中でやはり真剣に考えていかなければいけ

ない。そのために実はこういうことをできませ

んかというコーディネートしていくのは、いわ

ゆる行政の役割ではないかと思うのです。ぜひ

こういうことも検討してほしいということが必

要ではないかと思うのです。 
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  したがって、一時、産業活性化会議というの

は中間まとめしましたけれど、それは実践だと

いうことで今休止といいますか休んでいますけ

れども、今度始めるというお話ですから、ぜひ

ほかのところの取り組みを含めて、長井市とし

て何をこれからメインにして進めるのかと。ぜ

ひ、私申し上げたように、そういうものを一つ

長井としては、もう既に名前売っているわけで

すから、環境というものに対する産業というも

のをもう少し真剣に考えていくと。ぜひそうい

うことで、各市内の企業の皆さんのお知恵なり

力を貸していただきたいと。ぜひ真剣に検討し

ていただきたいと。こういうことをやはりお願

いといいますか、それを新たな産業活性化の一

つのメインにしてほしいというようなことも私

は言っていいのではないかと。どういうふうに

なるかわかりません。生まれるかもしれません、

だめだと言うかもしれませんが、そういう一つ

の長井市というものを見据えた場合は、そうい

うことをきちんともって先のことを考えていか

なければいけないのではないかと、こう思うの

です。ぜひその辺、市長、今度また開かれると

いうことですから、ぜひそういうことを含めて

お願いしてもらいたいと、こういうふうに思う

のですけれど、その点についてひとつお伺いし

たいと思います。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 お答えをします。ご指摘のとお

りだと私も思います。 

  レインボープランも、よく第２段階に入った

というふうに言われておりますが、この市内中

心部の5,000戸の生ごみだけではなくて、周辺

ではほとんど農業と連携しながら、生ごみも

除々に堆肥と一緒に土に返すというところが出

てくるように私はなったと思っております。 

  今ご指摘のマークさんが行われているような

のは、例えばあそこのヨークベニマルの方で売

れ残りとかいうようなものをちゃんと生ごみに

して、あれはもうスピードアップしているので

すね、かなり。装置としてもなかなか現実に見

せていただきましたけれども、非常に早く使え

るようなもので、しかも水分が８割、９割であ

りますから、ぐっと少なくなって、それが土に

返せるというようなところで、いわゆる生ごみ

の処理方法、特に営業用の生ごみ、ホテル等も

含めて、そういった生ごみの処理方法ができる

ビジネスというのが私は長井市の場合にはもう

始まっているし、これはやはり大きな分野だと。

第２段階でそういったところもしなければいけ

ない。したがって、ご指摘の環境ビジネスに絞

って、長井は今の状態がこうで、将来どうでき

るのかと。山梨県のような先進事例もあるわけ

ですが、全部山梨県をまねすればいいというも

のではないと思いますし、なかなか私も、例え

ば産業廃棄物の固形燃料化などというのは相当

金がかかるのですね、今まだ。まだかかるので

す。香川県の詫間町等でもやっているのを見せ

ていただきましたし、いろんな先進事例を見な

がら、環境ビジネスをひとつ積極的に長井市と

してやろうではないかというような、絞った会

議の進め方をやってみたいと。ご指摘いただき

ましたので、ご提案をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

○鈴木良雄議長 大道寺信議員。 

○３番 大道寺 信議員 例えばこれ、うまくい

かないだろうなどという前提でやってしまった

ら、何も進まないものですから、私もうまくい

くかどうかというのはありませんけれど、ただ、

今、長井としては、そういう重点を絞った形で

やはりやっていかなければいけないのではない

かと、こういう思いでございますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  あと、先ほどいわゆるアウトソーシングの関

係で申し上げたのですけれども、一つは、市長

にお伺いしたいのは、指定管理者制度、さっき

総務課長のお話ですと、実質的には今二つだけ

―８６― 
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ですよね、ここの管理委託制度から移さなけれ

ばいけないというか、これ、条例改正も伴うの

だそうですけれども、それをやらないと、指定

管理者制度を取らないと直営しなければいけな

いということらしいのですけれども、そういい

ますと二つですから、そのほかはどこもないと、

一部だけ業務委託だと、こういうことなんです

けれども、いわゆる先ほど申し上げたように、

なかなか難しいのです、この指定管理者制度と

いうのは。民間業者に任せても、使用料でやっ

てくださいと言っても、この小都市ではなかな

かうまくいかないと思うのです。採算合うかど

うか。あるいは、料金を勝手にとっていいとい

うことですから、決めてもいいわけですけれど

も、採算合わないから高くされたのでは、これ

は市民サービスが低下するわけですから、そう

いう意味では非常に難しいと思うのですけれど

も、その辺をどのように基本的に考えていくの

か。いわゆる検討、条例も３年経過措置であり

ますが、条例ももしやるとすれば改正しなけれ

ばいけませんけれども、その辺の基本的な考え

てについて、一つだけ市長にお伺いしたいと思

います。 

＋

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 お答えします。積極的に私は取

り組んでいきたいというふうに思います。 

  図書館であるとか、あるいは生涯プラザであ

るとか、あるいは市民文化会館であるとか、考

えられる施設はあると思います。こういった施

設について、ご指摘のように、しかし市民サー

ビスが低下しないように図書館から料金を取る

というわけにはいかないと思いますから、これ

はやはり民間委託したら、それなりの委託費は

払わなければいけないと思いますし、プラザも

そうだと思います。文化会館が一番難しいかも

しれません。やはり自主事業等、補助金等で相

当やっているのがありますから、補助金等にな

りますと、やはり公的な介入がなければ、なか

なか補助金というのは難しいということがあり

ますので、しかし、私は、やはりせっかく変わ

ったわけですし、民間参入のチャンスが出てき

たわけですし、民間の方も、例えばＮＰＯ等の

皆さんがやはりそういうものに参入していくの

だという意欲を持っていただきながら、直にや

はり詰めていきたいと思います。そして、これ

ができるところから一つずつやっていくという

ふうにしたいと思います。 

○鈴木良雄議長 大道寺信議員。 

○３番 大道寺 信議員 先ほど私は考えを申し

上げましたけれど、なかなか難しいものですか

ら、これは十分に検討して精査してやらないと、

失敗したというわけにはいきませんので、ぜひ

慎重、かつ、やはり最適なアウトソーシングと

いう一つの受け皿になるのかどうかも含めて、

十分検討すべきだろうと思います。 

  先ほどの事務管理公社のお話ありましたけれ

ども、確かに総務課長おっしゃるとおり、これ、

行財政改革の実施計画の中に現行の見直しは３

点、斎場と清掃と公民館主事。これは先ほど言

ったように斎場は終わりましたし、清掃業務も

そのとおり進んでいると。問題は、一番難しい

のはやはり公民館主事の業務の関係ですね。こ

れは事務管理公社そのものができたというのは、

結局同じなのです。処遇の面が非常に難しいと

いうことだと思うのです。それでこういう形で

きたと思うのです。でもこれ、どこまでいって

もそうだと思うのです。結局、臨時にしてしま

うと、非常に処遇外になりますし、臨時ですと、

雇用を半年ぐらいまでにしなければいけない。

一方では、ずっとしてもらわないといけないで

すね、こういう方、公民館という主事の役割は。 

  ですから、私は、事務管理公社の形態という

のは、これはどこまでいってもなかなか難しい

のではないかと思っているのです。 

  一方では、例えば今度はＮＰＯみたいなもの

に業務委託しましょうという話が市長からもあ

―８７― 
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りました。そういうところに出す場合は、やは

り法人格を取った方が望ましいという話になっ

てしまうのです。ですから、任意団体なのか何

団体なのかとしてみると、この事務管理公社が

わかりにくいということなものですから、その

辺は、私はこれをやめろと言っているのではな

くて、その辺のさっき言った民間委託する場合

に、それは受け皿になるのですか、ならないの

ですかということも含めて、決して指定管理者

制度になるからといっているわけではないので

す。これからアウトソーシングをやりましょう

といったときの、なるのです、これ、事務管理

公社というのは。その形態でいったら。今は事

実的には業務の民間委託していると同じですか

ら。ところが、これから出しますよといったと

き、同列になるのですかと。片方は、指導は法

人取りなさい、片方は、任意団体、公共的団体

ですと。私は、こういう整理をしていかないと

なかなか難しいのではないだろうかというふう

に思うのです。 

  その辺をぜひ検討すべきではないかと思うの

ですが、総務課長、その辺についてお考えを。 

○鈴木良雄議長 佐藤仁総務課長。 

○佐藤仁総務課長 確かにＮＰＯ法人等に組織化

していただければ一番よろしいというふうには

私自身も思っております。 

  ただ、公民館業務の場合ですと、地域、各地

区公民館ごとに地域住民の皆様方と一緒になっ

て、どういった事業を展開していくのか等々、

いろんな問題が出てくるのかなというふうにも

思っております。 

  そういったことを考え合わせますと、単に指

定管理者制度だけではないのですが、費用面と

かそういったことだけで移していいのかという

ふうなところについては、私自身も少なからず

疑問は抱いているというふうなところでござい

ます。 

  なお、場合によっては、この事務管理公社に

ついて、教育委員会部門のところを一つの方に

分けるとか、そういったことにしながら、一番

小さいスタイルで継続していくというのも、こ

れも一つの方法ではないのかなというふうには

考えているところでございます。 

○鈴木良雄議長 大道寺信議員。 

○３番 大道寺 信議員 私も、公民館の主事の

役割といいますか、非常に重要ですから、これ

をごちゃごちゃにするつもりは一切なくて、こ

れはやはりより充実しなければいけないという

立場で言いますと、やはり明確にしていかなけ

ればいけないのがあるのだと思うのです。そこ

はぜひ、今総務課長の答弁ありましたように、

どういう形がいいのか、これ、十分にやはり検

討いただく必要があると思うのです。 

  実施計画では14年度までにやりますとなって

いるのだけれど、なかなかいかないという現実、

そういう難しいところありますから。ですから、

その辺のところをうまく整合性をきちんととれ

るように検討いただきたいと思います。 

  時間ありませんので最後に、実施計画の関係

ですけれども、企画調整課長からお話ありまし

たように、私は、全体としては行財政改革の連

動とか事務評価しなければいけないというから、

全部網羅した方がいいというお話で、そのとお

りだと思うのですけれども、でもそれは、そも

そも基本計画、基本構想というのは、さっきの

いわゆる自立計画も含めて言いますと、非常に

大きい長井市の柱なのです。審議会の中であれ

だけの議論をしていただいたわけですから。こ

れ、本当は大事にしなければいけないのだけれ

ども、あれだけ全部実施計画をばっとなってし

ましますと、どこがどうだかわからなくなって

しまって、結局基本構想など絵に書いた餅では

ないかと。基本計画ってそうではないかと。こ

うなりかねないと心配したわけです。 

  私どもはいつも申し上げているのですが、い

つまで実施しますか。例えば３年間だってまち
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づくり基本条例つくりますよというのは18年度

までにやりますということですかと申し上げて

いるのです。早くしましょうとなっているので

す。だから、３年間の中でも実施年度というの

は変わってくるわけです。 

  継続事業にやめなければ、実施年度などない

わけです。やめるという検討をするのだったら、

実施年度出てくるのですけれども、継続しませ

んということになるのですけれども。 

  私はその辺のところをもう少しきっちりすべ

きではないかということを申し上げているわけ

です。 

  それはやっていくということでありますから、

ぜひ先ほどのいわゆる人事制度、17年度から少

しずつというお話ありましたけれど、これは私

たびたび申し上げているように、いわゆるシス

テム、目標がきっちり明らかにして、それをき

っちり評価できるようなシステムにもっていか

ないと、これ、失敗する可能性あるわけです。

ですから、全部は連動しているのだと思うので

す。一連の計画からずっと。そこをにらんで、

それがその目標も市職員までおりてくるような

システム、そしてみんなそれをもって自分の目

標を抱えながら実施していくと、こういう一連

のシステムでなければいけないというふうに思

いますので、そういう意味で、私はこの実施計

画も重要だし、そのほかいろんな計画というの

は非常に重要ではないかというように思います

ので、ぜひその辺のところを再度申し上げて、

これからの取り組みをきちんとやっていただく

ようにお願いいたしまして、時間でございます

ので質問を終わりたいと思います。ありがとう

ございました。 

＋

 

 

内谷重治議員の質問 

 

 

○鈴木良雄議長 次に、順位６番、議席番号２番、

内谷重治議員。 

  （内谷重治議員登壇）（拍手） 

○２番 内谷重治議員 おはようございます。 

  私は、私たちの住むこの長井市が活力とやす

らぎにあふれ、市民一人一人が輝くことのでき

る、そんな希望あふれる長井をつくるため、事

前に通告してあります２点につきまして順次質

問してまいりますので、市長並びに教育長にお

かれましては、明確かつ前向きな答弁をお願い

するものであります。 

  まず、最初に長井市次世代ビジョン、長期計

画といいますか長期構想でございますが、この

検討について質問いたします。 

  ことし、長井市は、市政施行50周年という記

念すべき年を迎えました。 

  折しも、現在の長井市は、財政再建の真った

だ中であり、特にことしはまさに正念場といえ

る年であります。 

  このことは、私は、この長井市が新たな50年、

新たな半世紀に向かって歩むための天が我々市

民に与えた試練ではないかと思わずにはいられ

ません。 

  もっとストレートな言い方をすれば、この50

年間の長井市の繁栄を支えてきたものは、長井

の先人たちの数々の偉業であり、経済成長期を

差し引いても、長井市の中核となった旧長井町

の指導者たちの将来を見据えた英断、そしてそ

の意思を受け継いだ長井市になってからの歴代

の市長を初め市当局、議会指導者たちの人々の

努力のたまものであるというふうに思います。 

  現在の私たちは、その恩恵を享受してきたと

同時に、その失政のつけも払わざるを得ないと

いう状況ではないでしょうか。 

  この50年を歴史として振り返り、そういった

記念事業といたしまして、一般的に市政の歩み

などの記念誌発行がございますが、今回、財政

的な面からもこれを発刊しない目黒市長の方針

―８９― 


